
小学校英語教育の中止または延期の意見書の提出を求める請願

紹介議員 細谷 典男

・請願趣旨

来年度に実施が迫る小学校における英語教育の義務化は、「グローバル時代には英語が

必須」との官邸の意を受け、言語教育学者や初等教育関係者による十分な議論のないま

ま、文部科学省が決定した政策です。

母語である日本語の習得は、日常の意思疎通に必須であるのみならず、論理的思考や

情緒の涵養と発現にも必須です。母語習得の初期段階で外国語の習得を義務化すること

は、母語の習得の機会を著しく奪うものです。

現在でさえ、論文や企画書の作成能力の低下や数学の応用問題の解答力の低下など、

若者の日本語能力の低下、論理的思考力の低下が憂慮されています。小学生全員が英語

圏の国民と交流する意思や機会が、現在も将来も必ずしもない状況で、初等教育で英語

の習得を義務化することはなすべきことではありません。

また、小学校への英語教育導入は、小学校教員の校務過多につながることも問題です。

現在でも教員の過重な労働時間が問題になっているなかで、英語義務教育を小学校に導

入した場合、焦眉の課題となっている教員の「働き方改革」が遠のく恐れがあります。

教員に過重労働をもたらす英語教育の導入は避けるべきです。

本請願事項が実現されるよう、地方自治法第９９条の規定にもとづき、国の関係機関

への意見書提出を請願いたします。

・請願事項

１．小学校における５年生と６年生への英語教育の義務化を中止または延期する

２．小学校における３年生と４年生への英語教育を中止または延期する

３．日本語基礎能力のさらなる向上のため、小学校における国語教育のあり方を

見直す

４．教員の過重な負荷につながる小学校の英語教育は中止または延期する

以上、地方自治法第 124 条の規定により請願いたします。

令和元年１１月１５日
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